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多様な法改正への対応は、社労士試験合格の
重要なカギとなります。要点を押さえた解説
の後は演習問題を解いて、法改正対策を進め
ていきましょう。

法改正トピックス

社労士試験は毎年法改正が多岐にわたるため、独学でそれをフォローしていくのは困難で
す。この連載では、大小さまざまな改正の中から、試験対策上重要な法改正を中心に解説し
ます。掲載順は科目講座の進行とは関係なく、すでに確定している重要改正から紹介してい
きます。

出産育児一時金を全世代で支え
合う仕組みの導入

高齢者医療確保法・健康保険法等
★★

令和６年４月１日施行

改正の概要

後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みが導入されまし
た。

内　容 　
⑴　全体像（厚生労働省の資料より）

・今後、生産年齢人口は急激に減少していく中で、特に少子化については、これまで様々
な対策を講じてきたが、未だに少子化の流れを変えるには至っていない状況。少子化を
克服し、子育てを全世代で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に
係る費用の一部を支援する仕組みを導入。

・後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みを導入するに
当たり、現行の現役世代・後期高齢者の保険料負担に応じ、後期高齢者医療制度の支援
割合を対象額の７％と設定。
※次期の後期高齢者医療の保険料率改定（２年毎）のタイミングである令和６年４月か
ら導入（出産育児一時金の引き上げは令和５年４月～）。
※高齢者負担の激変緩和の観点から、令和６・７年度の負担額は１/２とする。
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